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スケジュール（３/16～４/15）
3月16日（火） 高森町議会一般質問
3月17日（水） 自衛官募集相談員委嘱式及び入隊激励会
3月19日（金） 高森町社会福祉協議会理事会
3月21日（日）「茅葺」「茅採取」ユネスコ無形文化遺産登録記念･

フォーラム（益城町）
3月22日（月） 阿蘇広域行政事務組合議会定例会（阿蘇市）
3月23日（火） 高森町駐在嘱託員会議
3月24日（水） 高森町議会全員協議会
3月25日（木） 解体工事業協会感謝式典
3月26日（金） 熊本県町村会定期総会（熊本市）
3月30日（火） 南阿蘇鉄道株式会社取締役会

4月･･1日（木） 令和３年度辞令交付式
4月･･3日（土） 国会議員団との新年度予算意見交換会
4月･･4日（日） ロアッソ熊本連携事業協定延長セレモニー（熊本市）
4月･･5日（月） 令和３年度ふるさと納税関係協議（熊本市）
4月･･6日（火） 高森町商工会女性部総会
4月12日（月） 阿蘇市町村会、阿蘇郡町村会総会（阿蘇市）
4月14日（水） 日本郵政株式会社包括連携協定

持続可能な消費と生産プロジェクトによるフードロス
削減を通じた高森町農業活性化事業に関する協定締結
式

町発注工事と業務委託契約状況 ※入札（随意契約を含む）を行ったすべてを記載しています。（10万円以上）令和３年２月21日～令和３年３月20日分

　私が町政を預かってから本年で11年目を迎えておりますが、令和元年５月から私に係る交際費及び食糧費について、全て自費にて公務を
行っております。今後も引き続き、自費にて公務に励んで参ります。･ 高森町長　草村　大成

町長の交際費・食糧費についてのお知らせ
町の交際費 2021年度町長交際費はありません。

番号 担当課 契約日 工事（業務委託）名 工　　期 契約相手 請負代金

1 住 民
福祉課 令和3年2月22日 コールセンター用電話設備設置業務

委託
令和3年2月22日から
令和3年2月26日まで 森本電機通信工業所 218,350円

2 住 民
福祉課 令和3年2月22日 ディープフリーザー要電気設備設置

業務委託
令和3年2月22日から
令和3年3月10日まで 株式会社九電工大津営業所 143,000円

3 教 育
委員会 令和3年3月9日 高森町民体育館・グラウンド周辺樹木

伐採業務
令和3年3月9日から
令和3年3月31日まで (有）富士造園土木 291,500円

4 教 育
委員会 令和3年3月12日 高森町民体育館電気工作物PAS修繕

交換
令和3年3月12日から
令和3年3月31日まで (有）嶋田電設 1,254,000円

１ ･❸平成29年

　平成29年10月に国指定重要文
化敵景観に指定されています。
草原景観の形成は千年も前にさ
かのぼるもので、毎年３月に行
われる「野焼き」により青々とした草原が維持されています。

２ ･❷白蛇

　大石に触れてお祈りすること
で、無病息災、五穀豊穣と、こ
の地の平穏を祈願してきたと言
い伝えられています。

高森自然検定の答え
高森
高校
発信
！

　今年に入って、県内では多数の方が火災で亡くなっています！
　１～３月の３カ月間
だけで、昨年１年間で
亡くなった方の人数を
超えており、深刻な状
況です。今一度、家庭
内の状況を見直して、
火災の発生を防止しま
しょう！

　４月１日現在で自動車を所有している方へ自動車税種別割の納税通
知書を５月初めにお送りしています。納期限の５月31日までに、お
近くの金融機関やコンビニエンスストア、熊本県の各広域本部、各地
域振興局、自動車税事務所で納付していただきま
すようお願いします。
　インターネットを利用したクレジットカードで
の納付や、スマートフォンによる納付も可能です。

自動車税種別割の納付は５月31日㈪までに

問	熊本県県北広域本部　収税課　☎０９６８－２５－４１１６	
熊本県自動車税事務所　☎０９６－３６８－４０２０

～税務署での納税に関するご相談は、事前にご予約をお願いします～

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した場合
や災害により財産に相当の損失を受けた場合など、所定の要件に該当
するときは、税務署に申請することにより、納税の緩和制度が適用さ
れる場合があります。
　国税の納税に関し、税務署でのご相談をご希望の場合は、「３密」
防止の観点からも、事前に税務署にお電話いただき、日時のご予約を
お願いいたします。
　詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署（徴
収担当）にお尋ねください。

問	阿蘇税務署　	
☎０９６７－２２－０５５１（※自動音声案内）	
国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp	）→

納税の緩和制度があります
国税が一時に納付できない方のために

広報たかもり（7）


